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市 長 議 会
議会へ報告

（仮称）いすみ市公共施設等マネジメント委員会

個別施設計画（案）等の報告
調査及び審議結果の報告

（仮称）いすみ市公共施設等マネジメント庁内検討委員会

調査及び検討結果等の報告

公共施設等管理担当課 企画政策課（事務局）

（連携）

総合管理計画に基づく改善方策の検討・実施
個別施設計画の策定・実施
利用・コスト状況の改善や施設再編の具体的検討
改善方策・各計画の進捗管理・見直し 等

公共施設マネジメント

個別施設計画の策定
に係る調査及び審議
の諮問等

第９章 計画の推進 

１．公共施設等マネジメントの推進 

（１）全庁的な推進体制の構築 

本計画では、公共施設等の最適な配置を目指すため、公共施設等の管理に関する基本方針や保全方針、

用途別の改善方針及び数値目標を定め、取り組んでいくことを掲げました。 

しかし、公共施設等はその施設運営や事業など市の様々な取り組みと密接に関わっており、本計画の

実行のためには、全庁をあげて取り組む必要があります。 

今後は、本計画の策定において設置した検討体制を、「（仮称）いすみ市公共施設等マネジメント委員

会」及び「（仮称）いすみ市公共施設等マネジメント庁内検討委員会」として継続・発展させ、全庁的

な取り組み体制を維持し、本計画に基づく改善方策や施設再編の具体的な検討を行い、公共施設等に係

る施設ごとの保全や再編方針を示す「個別施設計画」の策定や計画の進捗管理を行っていきます。 

 

図表 全庁的な推進体制イメージ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）次年度以降の取り組み 

市では、公共施設等の老朽化が顕著であり、今後施設の更新時期が一斉に到来することを踏まえ、次

年度以降においては、本計画の基本方針や用途別の改善方針等に基づき、総合的な視点に立った施設の

再編や長寿命化など、公共施設等の保全や再編方針を示す「個別施設計画」の策定に取り組みます。 

公共施設については、施設の健全性調査や老朽化状況の詳細調査、劣化状況評価等を実施し、施設の

集約化等による適正配置や施設規模の適正化など、施設の状況に応じた中長期の保全や再編スケジュー

ルの具体的な検討を行い、庁舎や文化施設、学校施設、保育所など、施設ごとの保全や再編を図るため

の方針を示す個別施設計画として、「公共施設保全再編計画」を策定し、公共施設の計画的な保全と更

新費用の平準化への取り組みを推進していきます。 

また、インフラ施設については、本計画で策定した管理に関する基本方針等に基づき、道路や橋梁な

どの用途ごとに長寿命化計画等の個別施設計画を策定し、適切な維持・更新を推進していきます。 

そのほか、公共施設の維持管理や運営状況を全庁的に把握し、継続的に管理するため、施設カルテを

活用し、データベース等による施設情報の一元的な管理に取り組みます。 
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いすみ市公共施設等マネジメントの流れ

利用実態の把握

基本方針・保全方針・用途別の改善方針の策定

公共施設の保全再編の実施へ

公共施設 インフラ施設

コスト状況・
課題の整理

基本方針等の策定

公共施設等総合管理計画H28年度

個別施設計画

老朽化状況の把握

・躯体の健全性の把握
・部位別の劣化状況の把握
（問診票、現地調査）

・利用者数の推移
・施設にかかるコストの把握
・市民アンケートの実施

取り巻く現状の把握

・人口、財政の状況
・保有施設の整理
・施設更新費用の試算

総合管理計画の基本方針等に基づき、施設
規模の適正化等を図るため、施設(用途)別
の保全方針等を定めた整備計画を横断的に
取りまとめた計画

・市役所(庁舎)整備計画
・文化施設整備計画
・学校施設整備計画
・保育所整備計画
・保健センター整備計画
・社会教育施設整備計画
・農林業施設整備計画
・公営住宅整備計画 など

公共施設保全再編計画

（公共施設） （インフラ施設）

インフラ施設の維持更新の実施へ

(H29年度）
• 公共施設の老朽化状況の詳細調査
• 構造躯体の健全性把握、建物耐用年数の設定
• 施設の事業内容の整理、地域分析
• 施設（用途）別の整備計画の検討

(H30年度）
• 中長期保全スケジュールの策定、コスト平準化
• 財政制約等に応じた保全優先度の設定
• 施設別整備計画間での機能移転・集約化の検討
• 将来のまちづくりを見据えた施設再編の検討
• 施設（用途）別の整備計画の策定

H29年度
H30年度

H31年度～

インフラ施設ごとに財政負担の平準
化を図りながら適切な修繕等を実施
するため、長寿命化等を行っていく
ことを示す計画

・舗装修繕計画
・橋梁長寿命化修繕計画（H24年度～）
・水道事業ビジョン（H27年度～）
・環境型社会推進地域計画(H22年度～)

など

インフラ長寿命化等整備計画

各インフラ施設ごとに

• 計画的な点検・診断の実施

• 点検等の結果に基づく修繕計画の策定

• 長寿命化等による更新費用の平準化

• 施設重要度等に応じた適切な修繕

• 計画実行のための体制づくり

• 周辺自治体等との広域的整備の検討

H29年度～

 

 

図表 次年度以降の取り組み 
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計画の実施
進捗管理
（5年サイクルで
効果検証）

計画の実施
進捗管理
（5年サイクルで
効果検証）

第１期

H29～H38 H39～H48

第２期

総合管理計画の見直し（10年ごと）
[関連計画や社会状況等に
合わせた計画の見直し]

計
画

策
定

H49～H58 H59～H68

総合管理計画の
見直し（10年ごと）

公共施設等
総合管理計画

個別施設計画

（年度）

計画の
実施

反映 反映

計画の実施
進捗管理
（5年サイクルで
効果検証）

第３期

総合管理計画の
見直し（10年ごと）

反映

計画の実施
進捗管理
（5年サイクルで
効果検証）

第４期

総合管理計画の
見直し（10年ごと）

反映

Ｐｌａｎ＜計画＞
○総合管理計画の策定・見直し
○基本・改善方針の策定、目標の設定

Ｄｏ＜実行＞
○改善方策に基づく取り組みの実行
○個別施設計画の策定・実施

Ｃｈｅｃｋ＜検証＞
○計画実施の進捗確認・効果検証
○施設データベースの更新

Ａｃｔｉｏｎ＜改善＞
○改善案の検討、目標や期間の見直し
○関連計画や社会状況に応じた見直し

 

 

（３）市民との協働 

公共施設等のあり方を検討するにあたっては、公共施設等に関する情報を広く発信するとともに、市

民説明会等を開催し、市民ニーズの把握に努め、市民の方々の意見を反映した検討を進めます。 

 

（４）計画の見直し 

本計画の計画期間は、公共施設等の適正化を図るうえで、中長期的な財政見込みと連動した実効性の

高いマネジメントが必要不可欠であるため、更新時期が集中する平成 29年度から平成 68年度までの

40年間を計画期間としています。 

本計画の進捗管理については、5年サイクルを基本とし、PDCAサイクルにより計画の実行状況とそ

れに伴う効果等の検証、改善案の検討を行い、社会状況、計画の進捗状況等に合わせた各方針や数値目

標の見直しを行います。 
 

図表 PDCAサイクルイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、計画期間を 10年ごとの 4期に分け、最初の 10年間である第 1期では、本計画に基づく

個別施設計画の策定及び計画の実施による効果検証を行います。また、いすみ市総合計画（基本構想・

基本計画）や行財政改革実行計画など関連計画の進捗に併せ、計画の見直しや反映を行います。 

 

図表 計画の見直しイメージ 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


